
ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

農林金融2007・10
37 - 553

わが国有機農業推進法展開の課題
――韓国の親環境農業取組実態を参考に――

〔要　　　旨〕

１　有機農業推進法が06年12月に成立したものの，わが国の有機農業をはじめとする環境保
全型農業への取組みは欧米はもとより，韓国と比較しても劣後しており，格付けされた有
機農産物の国内生産量に占める割合は0.16％（05年度）にとどまっている。

２　この４月に決定された基本方針で生産にかかる数値目標設定が見送られたことに象徴さ
れるように，この５年間は有機農業を推進していくための条件整備期間として位置づけら
れる。

３　同じ温帯モンスーン地帯にあり，農業構造が近似している韓国は97年に環境農業育成法
を成立させ，99年からはこのための直接支払いを開始するなど，先行した取組みを展開し
ている。

４　有機栽培～低農薬栽培までを親環境農業として段階的にレベルアップをはかっており，
直接支払いの拡充，流通の活性化，低コスト・高効率の大規模環境農業への転換等に入力
している。

５　06年度の親環境農産物の農産物全体に占める割合は6.2％となっており，そのうちの
63.1％は低農薬農産物であるが，有機農産物は5.0％であり，転換期有機農産物を含めると
農産物全体に占める割合は0.5％となる。高温多湿の環境条件等を勘案すれば着実に成果
を積み上げつつあるものと考えられる。

６　こうした中で，親環境農産物の増加に販売能力が追いつかず価格低下を招いていること，
稲作・畑作は有機農業技術確立の目途が立ちつつあるものの，果樹については技術開発が
困難に直面するなどの課題を抱えている。

７　これらを参考に，わが国有機農業を普及・拡大させていくための主な課題として，持続
的循環型農業を基本とする哲学の確立，有機農業に関係する多数の類似概念の整理と有機
農業の位置づけの明確化，技術の研究開発，販売力の強化，教育・広報活動への入力，国
際交流の拡大，政策支援等が浮かび上がってくる。
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1999年に施行された食料・農業･農村基

本法により，農業の多面的機能の発揮，自

然循環機能の維持増進が強調されてはきた

が，日本の有機農業を含む環境保全型農業

への取組みは，欧米に比べて約15年，お隣

りの韓国に比べて約10年遅れてやっと本格

化しつつあるといえる。

すなわち有機農業の推進に関する法律

（以下「有機農業推進法」という）が昨年（06

年）12月に成立し，この４月には有機農業

推進に関する基本方針が決定された。あわ

せて同じ４月からは農地・水・環境保全向

上対策も開始されている。しかしながらこ

の間の動きはきわめて急であり，現場では

唐突感をもって受け止めた者が多いのが実

情である。基本方針では生産にかかる数値

目標設定が見送られたことに象徴されるよ

うに，わが国においては有機農業を推進し

ていくための条件整備それ自体がいまだ不

十分であるといわざるをえない。

有機農業の推進は国際的にも一つの潮流

と化しつつあり，わが国にとって避けては

とおれない課題の一つである。今後，本格

的に有機農業を推進していくためには，ク

リアすべきいくつかのポイントが考えられ

るが，これまでともすれば先進事例として

取り上げられるのは欧米に偏重するきらい

があった。欧米に学ぶべき点は多いが，欧

米とは気候風土が大きく異なることから，

あわせて同じ温帯モンスーン地帯にあり，

わが国に先行して環境保全型農業への本格

的取組みを開始している韓国の経験を踏ま

えておくことが不可欠である。

本稿では韓国での親環境農業への取組実

態等について整理するとともに，
（注１）

これらを

踏まえてわが国の有機農業推進にあたって

の主な課題についての対応の考え方を提示

することをねらいとする。

（注１）韓国の親環境農業の取組実態等詳細につい
ては，別途，時事通信『農林経済』に連載中の
拙稿「韓国の取組みからみたわが国有機農業推
進の課題」を参照。
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はじめに本稿の前提として，有機農業へ

の取組現状を確認するとともに，有機農業

推進法が成立するに至った背景についてみ

ておきたい。

（１） 有機農業への取組現状

有機農産物として格付けされた数量の国

内生産量に占める割合は，米0.13％，野菜

0.18％，果樹0.06％，大豆0.39％，緑茶（荒

茶）1.61％，その他をも含めた合計で0.16％

（いずれも05年度）となっている。格付け・

認証なしで流通しているものも含めると全

体では0.5％前後とみられている。

なお，有機農業をはじめとする環境保全

型農業への取組経過は第１表のとおりであ

り，有機農業への取組みは70年前後に開始

され，現在は第三次の有機ブームにある。

（２） 有機農業推進法成立の背景

背景として，第一に消費者の安全・安心

ニーズの高まり，第二に国際的な有機農業

普及進展，第三に国内における有機農業生

産停滞を問題視する動きの大きく三つを指

摘することができよう。

第一は，BSEや口蹄疫，Ｏ－157，さらに

は鳥インフルエンザ等の発生により，わが
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１　有機農業取組現状と

有機農業成立の背景

資料　筆者作成 

第1表　有機農業等発展の経過 

（有　　機） （環境保全型） 

農
業
ブ
ー
ム 

第
一
次
有
機 
第
二
次
有
機
農
業
ブ
ー
ム 

第
三
次
有
機
農
業
ブ
ー
ム 

海　　外 関連事項 

７０年代「産消提携」 
１９７１  有機農業研究会 

発足 

大地を守る会,  
らでぃっしゅぼーや,  
ポラン広場  事業拡大 
宅配, 生協の取扱い開始 
１９８７  農業白書で有機農 

業紹介 
１９９２  農水省「有機農産物 

等の特別表示ガイド 
ライン」制定 

１９５９  「総合防除」提唱 

 
 
 
 
 
 
１９９２  新政策の中で環境 

保全型農業位置付 
け 

 
１９９９  持続農業法施行 

量販店・外食産業等での取
扱い 
２０００  JAS規格制定 
２００１  有機基準認証制度 

発足 
２００５  JAS法改正 
２００６  有機農業推進法 

 
 
 
 
 
２００５  農業生産活動規模 

策定（クロス・コンプ 
ライアンス導入） 

２００５  総合的病害虫・雑草 
管理（ＩＰＭ）実践指 
針公表 

２００７  農地・水・環境保全 
向上対策 

 
１９８５  アメリカ低投入持続
　　　型農業推進政策導
　　　入 
１９８７  EU理事会規則 

 
 
１９９０  アメリカ有機農産物

の基準認証を含め
た９０年農業法成立 

 
１９９２  EU・CAP改革 
 
１９９７  韓国・環境農業 

育成法成立 
１９９９  コーデックス委員会 

で国際標準成立 

１９７９  有吉佐和子 
「複合汚染」 

 
１９８６  チェルノブイリ原発 

事故 
 
１９８８  ・公正取引委員会に 

よる「無農薬」等表
示農産物の不当表 
示摘発 
  ・岡山県が条例によ 
り基準・認証制度ス 
タート 

１９９６  Ｏ－１５７食中毒事件 
 

１９９９  新農業基本法施行 
 
 
 

２００１  日本で最初のＢＳＥ 
発見 

 
２００５  新基本計画策定 
２００５  経営所得安定対策 

等大綱 
 



国に限らず消費者は安全・安心を求めて有

機食品・農産物に対する志向を強めてき

た。

第二は，国際的な，特にEUにおける有

機農業への取組動向の影響が大きい。EU

では消費者の安全・安心ニーズもさること

ながら，直接支払いも含めた環境負荷低減

の取組強化がはかられており，各国農業政

策のあり方にインパクトを与えてきた。

第三は，わが国では2000年のJAS法改正

まで，ガイドラインが示されていただけで，

有機食品は法的な根拠を有しないばかりで

なく，有機農業は農政上，ホビー農業とし

ての位置づけしか与えられていなかった。

有機食品についてはJAS法の中に位置づけ

られることになり，01年からは有機基準認

証制度がスタートした。

しかしながら，生産者にとっては，認証

料の負担が大きい一方で，必ずしも付加価

値を実現する価格での販売が容易ではない

こと，農作業にかかる記録・記帳の手間が

負担になること等から，有機基準認証制度

がスタートしながらも認証を受ける有機農

家数は伸び悩んでいた。

このように国内での有機生産が停滞を続

ける一方で，第三次の有機ブームにより有

機食品・農産物に対する需要は増加してい

る。しかしながら有機農産物として格付け

されたもののうち国内で格付けされたもの

は9.5％（04年度）にすぎず，輸入物に依存

した有機ブームが展開されてきた。

無農薬・無化学肥料により環境負荷を大

幅に低減可能とする有機農業を推進し，国

内生産を増加させていくためには，JAS法

にとどまらず，生産面で有機農業，環境保

全型農業の推進を旨とした法律の必要性が

次第に認識されるようになってきた。

これらを背景にして04年４月日本有機農

業学会が有機農業政策研究小委員会を設置

して，政策のあり方についての研究活動を

開始した。また04年11月には超党派による

有機農業推進議員連盟（会長：自民党谷津

義男衆議院議員，事務局長：民主党ツルネン・

マルテイ参議院議員）が発足した。日本有

機農業学会は有機農業推進議員連盟とも連

携をはかりつつ，05年８月有機農業推進法

（試案）をとりまとめている。推進議員連

盟は，学会試案を参考にしながら独自に法

案作りを行い，06年４月に原案を確定させ，

各党との協議等を経て国会に上程し，06年

12月に可決・成立するに至ったものであ

る。きわめてスムーズに法案が成立したの

は，有機農業推進議員連盟が超党派によっ

て構成され，しかも成立時の連盟加入議員

数が161名と多数に及んだことが大きい。

（１） 有機農業推進法

有機農業推進法は全15条からなってお

り，「有機農業の推進に関し，基本理念を

定め，並びに国及び地方公共団体の責務を

明らかにするとともに，有機農業の推進に

関する施策の基本となる事項を定めること

により，有機農業の推進に関する施策を総
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２　有機農業推進法と

基本計画の概要



合的に講じ，もって有機農業の発展を図る

ことを目的」（第１条）としている。ここ

では有機農業は「化学的に合成された肥料

及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組

換え技術を利用しないことを基本として，

農業生産に由来する環境への負荷をできる

限り低減した農業生産の方法を用いて行わ

れる農業」（第２条）であると定義されて

いる。

また，基本理念（第３条）として，①自

然循環機能を大幅に増進させ，環境負荷を

低減させるものであって，農業者が容易に

従事することができるようにすること，②

農業者やその他関係者が積極的に有機農産

物の生産，流通・販売に取り組むことがで

きるとともに，消費者が容易に入手可能で

あること，③農業者やその他関係者が消費

者との連携を図りながら行うこと，④有機

農業の推進は農業者やその他関係者の自主

性を尊重しつつ行われなければならないこ

と，が掲げられている。

そして農林水産大臣は基本方針を定める

（第６条）こととされており，これに則し

て都道府県は推進計画を定めなければなら

ない（第７条）。基本方針では有機農業の

推進及び普及の目標その他の推進の目標に

関する事項等を定めることとされている。

このほか有機農業者の支援（第８条），

技術開発等の促進（第９条），調査の実施

（第12条），消費者の理解と関心の増進（第

10条），有機農業者等の意見の反映（第15条）

等について規定されている。

有機農業推進法の特徴として，第一に総

じて抽象度の高い理念法的性格が濃厚であ

ることがあげられる。食料・農業・農村基

本法の下位法として位置づけられるととも

に，具体的施策は基本方針によって明確に

され，基本方針はおおむね５年ごとに見直

されることになっている。

第二に，有機農業を，コーデックス基準

に対応して「化学的に合成された肥料及び

農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え

技術を利用しないことを基本」にしながら，

「農業生産に由来する環境への負荷をでき

る限り低減した農業生産の方法を用いて行

われる農業」（第２条）としており，安全

性もさることながら環境負荷低減を強調し

たものとなっている。基本理念でも，有機

農業は「自然循環機能を大きく増進し，か

つ，農業生産に由来する環境への負荷を低

減する」ものであることが第３条第１項で

うたわれたうえで，第２項で「消費者の安

全かつ良質な農産物に対する需要が増大し

ていることを踏まえ，有機農業がこのよう

な需要に対応した農産物の供給に資するも

のである」とされている。

第三に，自然循環機能の増進，環境負荷

の低減が第一義的に位置づけられており，

これは農業全体が目指すべき方向性である

が，本法は環境保全型農業全体ではなく，

あくまで有機農業に限定した「有機農業」

推進法とされており，これが最大の特徴と

なっているともいえる。

（２） 基本方針

有機農業推進法に基づく「基本的な方針」
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（07年４月）は，「第１　有機農業の推進に

関する基本的な事項」「第２　有機農業の

推進及び普及の目標に関する事項」「第３

有機農業の推進に関する事項」「第４　そ

の他有機農業の推進に関し必要な事項」に

分かれる。

第２の「有機農業の推進及び普及の目標

に関する事項」が取組姿勢を如実に反映す

ることになるが，その「１　目標設定の考

え方」にあるとおり，「農業者が有機農業

に積極的に取り組めるようにするための条

件整備に重点を置いて目標を設定する」こ

ととされている。具体的には，「２　有機

農業の推進及び普及の目標」として，①有

機農業に関する技術の開発・体系化（安定

的に品質・収量を確保できる有機農業の技術

体系の確立），②有機農業に関する普及指導

の強化（普及指導員による有機農業の指導体

制を整備した都道府県の割合を平成23年度ま

でに100％とする），③有機農業に対する消

費者の理解の増進（有機農業について正確

な知識をもつ消費者の割合を平成23年度まで

に50％以上とする），④都道府県における推

進計画の策定と有機農業推進体制の強化

（推進計画を策定・実施している都道府県の割

合を平成23年度までに100％とする等）が掲

げられている。

このように今後の５年間を，有機農業を

本格的に推進していくための条件整備期間

として位置づけており，したがって有機農

業の生産面積割合等の生産に関する数値目

標の設定は先送りされたかたちとなってい

る。

わが国ではこのように法律先行で実態が

後追いするかたちとなっているが，本格的

な有機農業推進をはかる前段として整備し

ておくべき課題を整理していくためにも，

同じ北東アジアの温帯モンスーン地帯に位

置し，農業構造が近似するとともに，97年

の環境農業育成法（01年に「親環境農業育

成法」に改称・改正）成立以降，有機農業

を含む親環境農業に国をあげて取り組んで

きた韓国の実態等を踏まえておくことが不

可欠である。

（１） 親環境農業育成法とその背景等

ａ　親環境農業育成法の概要

韓国における有機農業を含む環境保全型

農業への取組みは親環境農業育成法を根拠

法として展開されている。

親環境農業育成法は全27条からなってお

り，第１章総則，第２章親環境農業の育成

及び支援，第３章親環境農産物の流通管理，

第４章国際協力等，第５章罰則によって構

成されている。

目的（第１条）は，「この法律は農業の

環境保全機能を増大させ，農業に起因する

環境汚染を削減し，親環境農業を実践する

農業者を育成し，もって持続可能で環境親

和的な農業を追及することを目的とする。」

とされている。親環境農業の定義（第２条）

は「『親環境農業』とは，農薬安全使用基
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準を遵守し，作物別施肥基準量を遵守し，

適切な家畜飼料添加物など化学資材の使用

を適正水準に維持し，畜産糞尿の適切な処

理及び再利用等を通じて環境を保全し，安

全な農畜林産物を生産する農業」とされて

いる。そして，親環境農産物は「その生産

方法と使用資材により，有機農産物，無農

薬農産物（畜産物の場合，無抗生剤畜産物と

する）及び低農薬農産物に分類」（第16条）

されている。
（注２）

親環境農産物の認証も，現状，低農薬栽

培農産物，無農薬栽培農産物，有機栽培農

産物の三つに分類されて行われているが，

後でも触れるように認証対象となる農産物

の分類数は変化してきていることから，参

考までに転換期有機栽培を含めた認証基準

をみたものが第２表である。

（注２）親環境農業育成法は，01年，06年に改定が
行われているが，本法成立時の第16条は「親環
境農産物はその生産方法と使用資材により，一
般環境農産物，有機農産物，転換期有機農産物，
無農薬農産物及び低農薬農産物に分類する。」と
されていた。

ｂ　親環境農業育成法成立の経過・背景

環境に配慮した農業への取組みは，キリ

スト教会や生協がリードするかたちで推移

し，92年には有機農産物・無農薬農産物の

認証制度がスタートしている。大きな転機

となったのが，ガット・ウルグアイ・ラウ

ンドの合意である。農薬・化学肥料の過剰

使用や畜産ふん尿による環境汚染が深刻化

するなか，大幅に農産物の貿易自由化の促

進を余儀なくされることになり，環境保全

を前面に打ち出しての多面的機能発揮を韓

国農業の存在意義として確認したものであ

る。

これにともない94年12月，農林

部（日本の農林水産省に相当）内に

環境農業課（現親環境農業政策課）

を設置，96年７月「21世紀に向け

ての環境農業政策」なる中長期計

画の策定，97年12月に環境農業育

成法（旧法）を可決・成立，98年

12月同法施行，99年を「親環境元

年」とし，99年からは親環境農業

に対する直接支払いを開始してい

る。さらには01年，環境農業育成

法の罰則規定や親環境農業の育

成・支援の強化をはかり，親環境

農業育成法（新法）として改称・

改正している。
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４ ○ 
３ ○ 
２ ○ 

１ ○ 

２ ○ 

１ ○ 

４ ○ 

３ ○ 
２ ○ 

１ ○ 

５ ○ 

４ ○ 
３ ○ 
２ ○ 

１ ○ 

資料　IFOAM JAPAN主催「オーガニックフォーラム２００３」（２００３年１１月）に
おける鄭眞永氏「韓国有機農業の現状報告」資料 

第2表　親環境農産物の認証基準 

認 証 基 準  

低農薬栽培 

無農薬栽培 

有機栽培 

転換期 
有機栽培 

　農薬：安全使用基準の１/２以下使用 
安全期間は２倍適用（例：収穫４日前→８日まで） 

　化学肥料：農村振興庁のほ場別勧奨量の１/３以下使用 
　成長調節剤・除草剤は全面禁止 
　残留農薬：食品医薬安全庁の農薬残留許容基準の 

１/２以下 
　１年以上の営農日誌保有要 

　農薬：有機合成農薬使用全面禁止 
：生態的・物理的・生物的・微生物的・自然資材防除 

　化学肥料：農村振興庁  勧奨量の１/４以下使用 
　残留農薬：農薬残留許容基準の１/２０以下含有 
　（慣行農場の飛散・農業用水による汚染勘案） 
　２年以上の営農日誌保有要 

　無農薬・無化学肥料に転換する１年以上の期間 
　（多年生果樹類は４年間の転換期  必要） 
　２年以上の営農日誌保有要 

　無農薬・無化学肥料栽培へと転換して１年以上経った 
　作物 
　病害虫防除：生態的・物理的・微生物的・自然資材防除 
　３年以上の営農日誌保有要 
　残留農薬：無農薬栽培と同一 
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（２） 親環境農産物への取組現状と推移

一般環境農産物を除いた親環境農産物の

生産量の推移は第３表のとおりで，高い伸

び率で推移している。06年度の農産物全体

に占める割合は6.2％となっている。

親環境農産物の内訳をみると，低農薬農

産物が63.1％と３分の２近くを占め，次い

で無農薬農産物が28.4％となっており，有

機農産物は5.0％，転換期間中有機農産物

を含めた有機農産物の割合は8.5％

になる。なお，有機農産物の農産物

全体に占める割合は0.3％（転換期間

中有機農産物を含めた割合は0.5％）

となる。

親環境農業への取組農家数，親環

境農業生産面積も，生産量と同様な

推移をたどっており，農地面積に占

める割合は4.2％となっている。

（３） 親環境農産物の流通

親環境農産物の流通は第１図にみ

るとおり，多様な流通経路が存在し

ているが，産直や専門流通事業体に

よる流通が主となっている。

親環境農産物の価格プレミア

ムは大きく，有機農産物で100

～120％と報告されており，ま

た，若年齢層ほど，高所得層ほ

ど，高学歴層ほど親環境農産物

の購入頻度が高いとされてい

る。
（注３）

親環境農産物が増加するにつ

れて親環境農産物と一般農産物

との価格差が縮小しつつあるが，一方で高

価格であること，なかでも低農薬農産物に

ついては「本当に親環境農産物か」と受け

止める消費者が増加するなど，親環境農産

物の評価は低下する傾向にある。
（注４）

なお，海外からの有機農産物輸入は加工

品と大豆のウェイトが高いが，輸入量は７

千トン（06年度）と国内生産量５万６千ト

ンの13％にとどまっており，国内産中心の
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（単位　千トン，％） 

親環境農産物 

　有機農産物 

　転換期有機農産物 

　無農薬農産物 

　低農薬農産物 

資料　韓国農林部 
（注）　（　）は構成比。 

第3表　親環境農産物生産量推移 

２７ 

７ 

- 

１２ 

８ 

９９年 

３５ 

６ 

- 

１６ 

１３ 

００ 

８７ 

１１ 

- 

３２ 

４４ 

０１ 

２００ 

１６ 

５ 

７７ 

１０２ 

０２ 

３６５ 

２４ 

９ 

１２０ 

２１２ 

０３ 

４６１ 

２４ 

１３ 

１６７ 

２５７ 

０４ 

７９８ 
（１００） 

３８ 
（４．８） 

３０ 
（３．８） 

２４２ 
（３０．３） 

４８８ 
（６１．２） 

１，１２８ 
（１００） 

５６ 
（５．０） 

４０ 
（３．５） 

３２０ 
（２８．４） 

７１２ 
（６３．１） 

０５ ０６ 

地域農協 

資料　金種淑（２００６）「韓国における親環境稲作の育成政策と課題」（第７回
日韓中環境創造型稲作技術会議資料） 

第1図　親環境農産物の流通経路 

地域生産組織 
（地域生産法人） 

環境農業団体 
流 通 本 部  

デパート 
スーパー 

専門流通 
事 業 体  

生　　協 
事業連合 

親環境農産物 
専門販売店  

インターネット 
販売 

食品加工 
業　　者 

農協マート 

生

産

者

 

消

費

者

 

（直送, 宅配） 

（小売店, 宅配） 

地域生協 



流通ではあるが，輸入ものは増加傾向にあ

る。

（注３）金昌吉・金兌泳・徐誠天（2005）『親環境
農産物の消費者選択及び購買行動分析』韓国農
村経済研究院

（注４）（注３）に同じ。

（４） 政策の変遷と課題

親環境農業政策は親環境農業育成５ヵ年

計画を柱として展開されてきた。親環境農

業育成計画は親環境農業育成法第６条にも

とづき５年ごとに策定することとされてお

り，環境保全のための政策目標や基本方向，

環境負荷低減対策，農薬・肥料等の削減方

策等々が盛り込まれることになっている。

01年から05年までを対象に第１次５ヵ年計

画，06年から2010年までを対象に第２次５

ヵ年計画が策定されてきた。

ａ　第１次５ヵ年計画

第１次５ヵ年計画では，親環境農業実践

の基盤調整，親環境農業技術の開発・普及，

総合的な農地培養及び畜産ふん尿の資源

化，親環境農業育成支援，親環境農産物の

流通活性化，国際協力の強化，親林業の育

成が推進課題とされた。その取組成果は次

のようにとりまとめられている。

＜親環境農業の拡大＞

親環境農業取組農家数：（00年）２千戸

→（05年）53千戸

親環境農業生産面積：（00年）２千ha

→（05年）50千ha

親環境農産物生産量：（00年）35千トン

→（05年）798千トン

＜農薬・化学肥料使用量削減＞

合成農薬：（00年）12.4ｋｇ／ha

→（05年）11.8ｋｇ／ha（△4.8％）

化学肥料：（00年）382ｋｇ／ha

→（05年）372ｋｇ／ha（△2.6％）

＜親環境農業予算支援＞

親環境農業予算：（00年）554億ウォン

→（05年）1692億ウォン

ｂ　第２次５ヵ年計画

第１次５ヵ年計画の実績を踏まえて第２

次が策定・決定されているが，そこでは次

の育成目標が掲げられている。

・2013年までに農薬・化学肥料の使用量を

40％低減。

・2010年までに親環境認証農産物の割合を

10％に拡大。

・耕種と畜産が連携した自然循環型環境農

業の構築（特に，家畜ふん尿の資源化率に

ついては2010年までに85％）。

・2013年までに広域親環境団地50か所，親

しい環境農業地区1,500か所の造成。

これら目標を達成するために５つの柱が

掲げられている。

①親環境農業直接支払制度の拡充

農法転換にともなう収入減少分と生産費

減少分の差を３年間補填。

②流通活性化

産地流通拠点としての親環境農業専用物

流センター建設，親環境農産物の需給調整，

広報の強化。

③品質認証制度の整備

親環境農産物にかかる認証業務の民間移

譲，トレイサビリティシステムの導入，親

環境農資材検証管理制度の導入。

農林金融2007・10
45 - 561

ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。



ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

④広域親環境農業団地造成事業

市郡水系単位で耕種と畜産を連携させ

た，低コスト・高効率の大規模親環境農業

への転換をはかるための団地造成とモデル

事業実施。

⑤その他

標準技術の開発・普及，加工食品の開発

（５） 親環境農業直接支払いと農業経営

親環境農業政策が展開される中での，こ

れにかかる直接支払いの推移は第４表のと

おりである。いったん減少した直接支払額

や支払対象面積は支払体系を変更したこと

もあり，その後急激に増加するとともに，

同じ親環境農業でも有機栽培と低農薬等の

支払単価の差を広げてきている。

第５表は親環境農業と慣行栽培の生産

費，所得を比較したものであるが，所得は

慣行栽培を下回り，無農薬栽培，低農薬栽

培となるほどに格差は拡大している。しか

しながら親環境農業へ転換した当初は慣行

栽培との間に大きな価格差が存在するもの

の，年ごとに所得格差は縮小し５年目に逆

転するとの報告もなされている。
（注５）

（注５）金種淑（2007）「韓国における親環境農業
の発展と展望」（07年８月，第８回日韓中環境創
造型稲作技術会議報告）

（６） その他特記事項

ここでは二つだけをあげておく。

第一に，親環境農産物の分類・内容の変

化についてである。法律上は親環境農産物

は，一般親環境農産物，有機農産物，転換

期有機農産物，無農薬農産物，低農薬農産

物の５つに分離され，一般環境農産物を除

く有機農産物～低農薬農産物が認証されて

きた。これが2006年から2010年までを対象

とする第２次親環境農業育成５ヵ年計画で

は，転換期有機農産物は有機農産物に吸収

され括弧書き表示されて親環境農産物は３

段階に分けて認証・表示が行われている。

また2010年には低農薬農産物は認証の対象

から除外されることになっている。こうし

た変化は，徐々にレベルアップさせていく

ことを意図したものであるとともに，有機

農産物が増加

する中で，低

農薬農産物は

いらないとい

う消費者の声

が増加してき

ていることに
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親環境農業直接支払額 

支払農家数 

支払対象面積 

支払単価 

資料　韓国農林部 

第4表　親環境農業直接支払額等推移 

単位 

億ウォン 

戸 

ｈａ 

千ウォン 
/ｈａ 

５７ 

１７，４３６ 

１０，２６９ 

５２４ 

９９年 

５７ 

１８，６９７ 

１０，４５９ 

５２４ 

００ 

５７ 

１８，８０６ 

１０，４８０ 

５２４ 

０１ 

３０ 

６，５８９ 

５，２７４ 

５２４ 

０２ 

３０ 

１２，１９５ 

１０，４５９ 

５２４ 
７９４ 

０３ 

～ ～ ～ ～ 

５５ 

１４，５２０ 

１２，８２７ 

５２４ 
７９４ 

０４ 

８２ 

２６，５１１ 

２１，８７７ 

５２４ 
７９４ 

０５ 

１４１ 

４５，５６７ 

３５，０３０ 

２１７ 
７９４ 

０６ 

（単位　千ウォン，kg）

生産費 

反収 

所得 

慣行対比生産費較差 

慣行対比所得格差 

出典　金種淑「韓国における親環境農業の発展と展望」（第
８回日韓中環境創造型技術会議報告） 

資料　キム・チャンギル, キム・テヨン「親環境農産物生産
費及び所得差比較分析」, 韓国農村経済研究院,  

　　C２００３-３６, ２００３年１２月。 

第5表　栽培類型別米生産費及び所得 
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３９２．９ 

△１２．３ 

有機 

８３６．８ 

５６３ 

４５４．９ 

３０７．２ 

△８１．１ 

無農薬 

７４７．５ 

６１１ 

４１０．１ 

２１７．９ 

△１２５．９ 

低農薬 

５２９．６ 

６５４ 

５３６．０ 

… 

… 

慣行 



配慮したものである。

第２が，地方における親環境農業への熱

心な取組展開である。中央政府の親環境農

業育成計画を踏まえて，市・道では親環境

農業実践計画を策定することが義務付けら

れている（親環境農業育成法第７条）が，地

方自治体が自らの地域農業を維持し，農

村・地域を守っていくために，全羅南道を

筆頭に，中央政府が策定した目標以上に高

い水準を目指して独自に目標を設定してい

るところも見られる。

以上，親環境農業への取組実態等につい

てみてきたが，わが国からみての親環境農

業政策の特徴と現状抱えている課題等につ

いて整理しておく。

（１） 親環境農業の特徴（評価）

あくまでわが国と比較した上での政策も

含めた広義での親環境農業の特徴（評価）

として，次の事柄があげられよう。

①有機農産物の農産物全体に占める割合

は06年度0.3％（日本は05年度0.16％），一般

環境農産物を除く親環境農産物で6.2％で

あり，有機農業比率がおおむね３～10％の

EUに比較すると大きく劣後するが，EUが

冷涼乾燥した気候で雑草・病虫害が少な

く，畑作・牧草地中心であること，
（注６）

わが国

の特別栽培農産物に相当する低農薬農産物

が一定の広がりを持つようになっているこ

と等を勘案すれば，親環境農業政策は着実

に環境負荷低減の成果をあげつつあるもの

と考えられる。

②親環境農業への取組みが，韓国農業を

維持していくための基本であるとする哲学

が明確である。

③97年に環境農業育成法（旧法）を成立

させ，99年度からは親環境農業直接支払い

をスタートさせるなど，スピード感ある取

組みが図られてきている。

④親環境農業の概念は一般環境農業～有

機農業まで幅広く，かつ体系的にとらえら

れており，段階的に韓国農業全体のレベル

アップが図られている。
（注６）蔦谷栄一（2005）「EU農業環境政策からみ
たわが国の課題」『農林金融』10月号

（２） 親環境農業が抱える課題等

生産現場，研究者，行政等からのヒアリ

ングも踏まえて，次のような親環境農業が

抱える課題を指摘することができよう。

①流通体制の整備・強化を含めた販売能

力の増加と販売能力とバランスのとれた親

環境農産物の生産増加。現状は，供給が需

要を上回り，労力に見合った付加価値の実

現が困難になってきている。

②技術開発，特に果樹での技術開発。日

本との交流も含めて合鴨農法，米ヌカ農法，

自然農法等の有機農業技術確立の目途が立

ちつつあるものの，果樹についての有機栽

培のハードルは高い。

③コスト低下，省力化，大規模化等に対

応した技術開発

④親環境農業とGAP（Good Agriculture

Practice;（韓国では）「優秀農産物制度」）と
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の調整を踏まえた推進。06年からGAPが全

国的に推進されており，消費者の中には

GAP農産物が親環境農産物よりも品質が高

いと理解している者もいる。

わが国における有機農業をはじめとする

環境保全型農業への取組実態と韓国におけ

る親環境農業への取組実態等を踏まえて，

最後に，今後本格的に有機農業を推進して

いくに当たっての課題を整理しておきた

い。

①持続的循環型農業を基本とする哲学の

確立

食料・農業・農村基本法において市場原

理に対応した低コスト・大規模経営と併行

して，農業の持つ多面的機能の発揮と自然

循環機能の維持増進が強調されているが，

低コスト・大規模経営であっても当然のこ

とながら自然循環機能の維持増進を前提・

必要条件とするものである。国際競争力に

乏しいわが国農業は引き続いての経営合理

化努力が求められるが，自然循環

機能の維持増進による持続的循環

型農業であるとともに，食料安全

保障と多面的機能の発揮が基本で

あり，原則であることについて，

あらためて哲学を明確にすべきで

ある。

②有機農業をはじめとする関係

概念の整理と位置づけの明確

化

わが国では，有機農業や環境保全型農業

の類似概念が混在しており（第２図），有

機農業推進法の成立により，あらためて有

機農業とは何かその本質が問われていると

もいえる。農業の持つ多面的機能の発揮と

自然循環機能の維持増進，生物多様性の保

全を図っていくため環境負荷を低減させて

いくことが基本であり，有機農業は目指す

べき方向・目標であり，既往有機農業技術

の活用，あらたな技術開発研究への早急な

る取組みが必要ではあるが，現場での取組

みについては，技術面，販売面等の実態も

含めて段階的に，かつ広がりを持たせつつ

環境負荷低減レベルをあげていくことに重

点が置かれなければならない。

③技術の研究開発

有機農業技術はこれまで民間で独自に形

成されてきたものが多い。その意味では地

域性が強く，早々に一般化していくことは

容易でない。一般化できる技術と同時にそ

の地域条件に適合した技術の開発が必要で

あり，あわせて大規模化，低コスト化，省

力化をも可能にする技術開発が急がれる。
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〈無農薬・無化学肥料〉

〈関係概念〉 
持続農業 
ＩＰＭ 
ＩＢＭ 
ＧＡＰ 
農業環境規範 
ＩＳＯ１４０００ 
ｅｔｃ 

資料　筆者作成 

第2図　有機農業・特別栽培等関係図 

〈農薬・化学肥料〉 
半分以下 

〈農薬・化学肥料〉 
２割以上削減 

有機栽培 

特別栽培 

環境保全型農業 

５　有機農業推進法展開上の課題
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有機農産物をはじめとして生産量が増加

するほどに価格は低下し，付加価値の実現

は困難となってくる。そもそも農産物の国

際競争力が乏しいわが国の場合，農業を維

持していくためには産業政策としての支援

にとどまらず，地域政策による支援のウェ

イトを高めていくことが必要である。その

意味では今年度スタートした農地・水・環

境保全向上対策はわが国の実態に対応した

政策であると考えられ，こうした対策を強

化していくとともに，地域の実態・実情に

弾力的に対応できる使い勝手のいいものに

していくことが求められる。
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④販売力の強化

せっかくの有機をはじめとする農産物も

売れなくては意味がない。韓国の状況をみ

ても販売を拡大していくことは容易ではな

い。消費者の理解獲得のための地道な広報

活動等が求められる。あわせて全農安心シ

ステムをてことして農協系統も取組促進，

量販店・外食産業等との提携強化に努めて

いくとともに，産直，地産地消等により生

産者による消費者への直接販売のウェイト

を高めていくなど，流通の整備が不可欠で

ある。

⑤教育活動への入力

食育，環境教育，生き物調査，都市と農

村との交流等も含めた消費者の理解を獲得

していくための地道な取組みが不可欠であ

る。特に，次代を担う子供たちへの働きか

けを強めていくことが重要である。

⑥北東アジアを中心とした国際交流の拡

大

すでに合鴨農法，自然農法，米ヌカ農法

等は国境を越えて技術の交流が図られてお

り，水田・モンスーン地帯の共通技術とし

て確立しつつある。国際交流は農業技術の

向上にとどまらず，農民どうしの連帯感を

醸成し，コミュニケーションの形成や地域

活性化にも大きな役割を果たしていくこと

が期待される。

⑦政策支援


